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富山県農村における「いえ」の継承（４）

１．人口減少と高齢化進展

（１）地形と集落

　富山平野の南部は、北アルプスや岐阜県に隣接

する山岳地帯となるが、その手前の地帯、つまり

平野部と山岳部の間に、いわゆる中山間地域が広

がる。山岳地帯より流れる多くの中河川や大河川

（富山県の７大河川）があり、それらの河川に沿っ

ていくつもの谷が形成されている。いくつかの中

河川は大河川に合流し、最終的には富山湾に流入

している。

　調査対象の N 市 T 村もそうした中山間地域の

谷の一つであり、村内には中河川の T 川、M 川

が流れ、それらによって谷が形成されている。T

川は、大河川 S 川に流入し、M 川は、最終的に

は大河川 J 川に流入する。

－N市 T地区山間地域の事例－

図 1．Ｎ市Ｔ村の集落と地区
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　T 村内には、山間に ７８ 集落が散在している。

村内は、4 つの地区（KT 地区７集落、CH 地区

５集落、RM 地区５集落、KY 地区６集落）に分

けられている（図１）。N 市の T 行政センターが

おかれているのが、◎集落（本集落は、上村、下

村に分かれているので 9・６５ 集落として表示）で

ある。なお、７８ 集落のうち 5 集落はすでに無居

住集落になっているようである。また、本調査の

調査対象としたのは、4 番集落と ６７ 番・６６ 番集

落である。

（２）歴史

　本地域は、古くより「越中国」の一部であるが、

藩政期は加賀藩の領地であった。藩政期、T 村域

には ７6 集落（当時の「村」「村落」）があり、明

治維新後も集落は藩政期同様に行政上の最小区画

として位置づけられた。６87７（M5）の ７6 集落に

は世帯数 569 戸が所在し、集落ごとの戸数は最少

６ 戸から最大 5６ 戸まであった。その後、日本の

行政単位は、現在に至るまで間に３度の大きな編

成替えを行ってきた。「明治の大合併」（６889 年：

明治 ７７ 年）、「昭和の大合併」（６95８ 町村合併促

進法によりスタート、６956 新市町村建設促進法、

６955 ～ 6５ 年：昭和 ８５ ～ ８5 年頃合併進展）、「平

成の大合併」（６999 年：平成 ６６ 年地方分権一括

法によりスタート）である。

　６889（M７７）の「明治の大合併」では、行政上

の最小区画は「T 村」になった。藩政期以来の集

落は新たな T 村を構成することになり、藩政期

以来の集落名（「村」名）は「大字」名として使

用された。大正期に「大字」は「字」に改称、平

成の大合併で「N 市 T 村〇〇（集落名）」と〇〇

として住所表記されるようになった。当地域の平

成の大合併は、７５５4（平成 ６6）年に行われ、T

村を含む TO 地域８町村による N 市が誕生した。

　T 村は、明治の大合併から平成の大合併に至る

まで、分村の運動や昭和の大合併が検討されたり

したが、「結局は合併も分村もなく ６５５ 年以上経

過して」（文献 [６]p３６５5７）平成の大合併に至った。

つまり T 村の行政的変遷の特徴は、昭和の大合

併を経験せずに、平成の大合併に至った点である。

明治の大合併村が、比較的近年までそのまま存続

してきたのであり、このようなケースは少ないが

県内にもいくつか存在した。

　明治の大合併以降の T 村内集落数は、戸数等

の関係等で他集落に併合されたり、複数集落をま

とめて表していた集落名が構成集落ごとに表すな

ど、明治当初の集落数 ７6 集落は現在把握されて

いる集落 ７８ 集落に減少したが、主たる集落はそ

のまま存続してきたといえる。

　現在、N 市では、T 村地域を「T 地域自治振興会」

として位置付けている。「自治振興会」は、市内

の昭和の大合併以前の旧村（明治合併村＝小学校

区）ごとに置かれているので、T 村の場合、一つ

の自治振興会になる。N 市では、地域を持続さ

せるために小規模多機能自治をめざしているが、

７５６9 年以降、それを実現すべく「地域づくり協

議会」（「自治振興会」、「公民館」、「地区社会福祉

協議会」が一本化した住民自治組織の総称）が設

立されている。前述のとおり、現在の T 村の集

落 ７８ 集落を 4 地区に分けたが、この「T 地域振

興協議会」を現実的に機能させるために設けられ

たと考えられる。

（３）小学校

　小学校は、戦前、T 小学校から S 分校が S 小

学校として独立し、再度、分校となるなど変動し

てきたが、第二次大戦後、６968（昭和 4８）には

再び T 小学校から S 小学校が独立した。その後

６996 年（平成 8）、再び両校は統合し、現在は N

市立 T 小学校となっている。なお、S 小学校跡

地は、宿泊・セミナーハウス・食事施設として活

用している。

　本地域は、遠距離通学解消等の関係から多くの

分校が存在してきたのが特徴であるが（６945 年

のピーク時には、本分校計で ６７ 校舎。さらに冬

季分校を加えると ７５ か所の時期あり。文献 [６]

p３８44、7５８）、昭和 ８５ 年代から在籍児童数が急減

し、昭和 4５ 年代以降休校・廃校が続いた。分校

は ６988（昭和 6８）年まで残っていたが、以降は

（７）
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無くなった。

（４）過疎化 ･高齢化の現状と予測

　表１は、T 村の明治以降の世帯数と人口を示し

たものである。

　本地域は、加賀藩政期の中期以降、人口は増

加傾向にあったが（文献 [６]p３989）、明治以降も

その傾向は続き、６98７（明治 5）年の ８１５６６ 人か

ら ６9５5（明治 ８8）年には 4１6６9 人と第 ７ 次大戦

前のピークを示している。その後、明治末から大

正期には、村内の土地や仕事の不足が深刻化した

こと等を背景に、つまり地域としての人口扶養力

の欠如から北海道への移住政策を採用したことも

あり、人口は減少した。その後、第 ７ 次大戦末の

疎開や復員により、再び人口は増加し、６946（昭

和 ７６）年の 4１676 人は T 村の人口のピークとなっ

た。戦後は一貫して減少し、高度成長期には半減、

６975（昭和 5５）年以降も高い減少率が続いてい

る。７５６9（平成 ８６）年は 5５７ 人となり、戦後ピー

ク時の ６６% になっている。

　N 市の自治振興会（明治合併による村＝旧村）

別の状況を推測した資料（文献 [７]）によれば、

T 自治振興会（T 村）の人口は、７５６7（平成 ７9）

年 54８ 人が ７５８７（平成 44）年 ７８4 人となり、高

齢化率（65 歳以上人口割合）では、７５６7（平成

７9）年 47３８% が ７５８７（平成 44）年には 56３8％に

高まるとされる。現状のまま推移した場合の推計

であるが、T 自治振興会は、N 市内の自治振興会

では、もっとも人口が少なく、もっとも高齢化率

が高くなると推計されている。

　集落単位程度ではなく、旧村単位で極めて状況

は厳しいといえる。

２．調査集落の概要

（１）集落の人口、世帯数、調査世帯

　本調査は、T 村のなかの A 集落と K 集落、O

集落を対象に実施した（７５６9 年 ６７ 月実施、集落

の全世帯（農家 ･ 非農家を問わず）について、当

（８）

表 1．Ｔ村の世帯数と人口

表 2．調査対象集落の戸数と人口の推移

変動し 第 大戦後 昭和 再び 小学校 小学校 独立し

後 成 再び両校 統合し 現在 市立 小学校 い

小学校跡地 宿泊 セミナ ハウス 食 施設 し 活用し い

当地域 遠距離通学解消等 関係 多 分校 在し 特徴 あ

ピ ク時 分校計 校舎 さ 冬季分校 加え 所 時期

あ 文献 昭和 代 在籍児童数 急減し 昭和 代以降休校

廃校 い 分校 昭和 残 い 以降 無

過疎 ･高齢 現状 予測

表 村 明治以降 世帯数 人 示し あ

 

当地域 加賀藩政期 中期以降 人 増加傾向 あ 文献 明治

以降 傾向 明治 人 明治 人

第 大戦前 ピ ク 示し い 後 明治 大正期 村内 土地や

不足 深刻 し こ 等 背景 地域 し 人 扶養力 如 海道

移住政策 採用し こ あ 人 減少し 第 大戦 疎開や復員

再び人 増加し 昭和 人 村 人 ピ ク 戦後

一貫し 減少し 高度成長期 半減 昭和 以降 高い減少率 い い

成 人 戦後ピ ク時 い

市 自治振興会 明治合併 村＝旧村 別 状況 把握し 資料 文献

自治振興会 村 人 成 人 成

人 高齢 率 歳以 人 割合 成 成

％ 高 さ 現状 推移し 場合 推計 あ 自治振興会

市内 自治振興会 人 少 高齢 率 高 推

計さ い

表 T村 世帯数 人口
世帯数 戸 人口 人 対ピ ク比 備考

1872 明治 420 3,011 64% 本籍人口
1905 明治 505 4,619 99% 戦前ピ ク人口
1912 大正元 483 4,154 89%

1926 昭和元 480 3,412 73%

1946 昭和 541 4,676 100% 戦後ピ ク人口
1955 昭和 479 3,369 72%

1975 昭和 329 1,472 31%

1995 成 304 1,037 22%

2019 成 207 502 11%

注： 本籍人口 あ そ 以外 現住人口 あ

度

出所： ～ 文献[ ]p. 数値を引用 行政
区別住民基本台帳によ 数値 あ

集落 位程度 旧村 位 極 状況 厳しい いえ

．調査集落 概要

集落 人 世帯数 調査世帯

調査 村 集落 集落 集落 対象 実施し 月実施

集落 全世帯 農家･非農家 問わ い 当該集落 情通 聞 取 調査

表 各集落 世帯数 人 推移 示し あ

村計 推移 相対的 状況 現在 状況 第 大戦後 高度成

長前 昭和 比較し 明治初期 明治 比較し 明確

集落 集落 さ 集落 状況 厳しい状況 いうこ あ 集

落 昭和 以降 減少 大 い 厳しさ 特 人 推移 い 顕著

あ 人 割合： 人 人 比 村計

水準 減少し い 対し 集落 水準 相対的 減少率 小さ 集落 ％

水準 相対的 減少率 高い 集落 集落ほ い 村計並 水準

示し い

調査 戸数･人 面 相対的 条件 良い 集落 均的 集落 条件 悪

い 集落 状況 把握し こ

調査対象 状況

藩政期 村 明治 大合併 大 大正 大

改称 件 議会議決 成 大合併後 市 村〇〇 〇

〇 し 住所表記さ 現在 し 残 い

各集落 神社 寺院 念仏道場 在し 集落 現在

強い さ い 以 調査対象集落 概況 あ 概況 文献 集落

集落 集落 整理し

集落

藩政期 谷 部 経済 重要 役割 果 集落 さ 藩政期 産物

し 塩硝 蓑 栗茸 塩 い い あ さ 明治初期

表 調査対象集落 戸数 人口 推移
1872 1889 1930 1955 1965 1975 1988 1993 2004 2019

明治 明治 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 成 成 成
A集落 24 34 28 29 27 23 22 21 22 19 66% 79%

K集落 19 22 21 23 20 15 10 10 11 9 39% 47%

O集落 22 22 19 20 19 13 12 12 13 10 50% 45%

T村計 460 543 470 513 447 334 312 318 294 207 45%

A集落 170 184 172 173 157 104 76 78 73 47 27% 28%

K集落 151 174 183 148 124 82 51 51 50 22 15% 15%

O集落 194 201 171 134 125 65 40 37 38 19 14% 10%

T村計 3,201 3,800 3,921 3,231 2,695 1,522 1,164 1,072 919 502 16% 16%

2019/1955 2019/1872

出所：文献[ ]p. 原資料 横井信雄調査記録および役場資料 成 数値 行政区別住民基本台帳によ

戸数

人口

40%
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該集落の事情通からの聞き取り調査）。表 ７ は、各

集落の世帯数と人口の推移を示したものである。

　T 村計の推移との相対的な状況をみると、７５６9

年現在の状況は、第 ７ 次大戦後・高度成長前（６955・

昭和８５年）と比較しても明治初期（６87７・明治5年）

と比較しても、明確なのは A 集落よりも K 集落、

さらに O 集落の状況が厳しい状況だということ

である。O 集落では、６965（昭和 4５）年以降の

減少が大きい。厳しさは、特に、人口の推移おい

て顕著である（人口の ７５６9/６955 割合：７５６9 年

の人口が ６955 年の人口に比べ、T 村計では ６6%

水準へ減少しているのに対し、A 集落は ７7% 水

準と相対的に減少率が小さく、O 集落は ６4％水

準と相対的に減少率が高い。K 集落は O 集落ほ

どではないが、T 村計並みの水準 ６5% を示して

いる）。

　本調査は、戸数 ･ 人口面では、相対的に条件が

良い A 集落と平均的な K 集落、条件が悪い O 集

落の状況を把握したことになる。

（２）調査対象の状況

　藩政期からの「村」名は、明治の大合併でその

まま「大字」となり、６9６８（大正 ７）年 ｢大字名

改称の件｣ 議会議決により「字」名となった。平

成の大合併後も「N 市 T 村〇〇」（〇〇がそれま

での字名）として住所表記され、そのまま現在の

字名として残っている。

　各集落には、神社と寺院・念仏道場がおおむね

存在しており、集落のまとまりは現在でも強いと

されている。以下は、調査対象集落の概況である

（本概況は、文献 [６]A 集落 p３６５５６、K 集落 p３６５６6、

O 集落 p３６５６5 をもとに整理したもの）。

[A 集落 ] 

　藩政期には、T 谷南部で経済上重要な役割を果

たす集落だったとされる。藩政期の産物として、

塩硝・蓑・栗茸・塩ぜんまい・干ぜんまいがあっ

たとされ、明治初期の集落の農地は田 ６３７｣a、畑

６5｣a 余りであった。加賀藩で製造された黒色火

薬、その原料である塩硝（煙硝）の秘密裏の製造

地（堆肥づくりの応用技術であったとされる）と

して重視され、山菜等の林産物が中心であったと

いえる。少ない農地であったが、そのなかでは畑

が中心の地帯であった。６979（昭和 54）年には、

７７ 世帯が存在した。

[K 集落 ]

　K 集落は、O 集落に隣接し、藩政期初期には両

集落で一つの村であったと考えられている（文献

[６]p３６５６6）。地形条件は O 集落と類似し、山間地

帯である。６87７（明治 5）年農地は、畑７｣a 余り。

明治以前から「もぐさ」製造が行われ、第二次大

戦後は農業構造改善事業で養蚕事業が取り入れら

れたが、６975（昭和 5５）年以降に中止した。６979（昭

和 54）年には、６６ 世帯が存在した。

[O 集落 ]

　古くより地滑り地帯として著名。６884（明治

６7）年、当地に郵便局が開局され、現在も存続し

ている。６87７（明治 5）年の集落の田は ８５a、畑

は 9｣a 余りと記録されている。傾斜のある道路

沿いに民家が点在しており、基本的には山間地帯

といえる。６979（昭和 54）年には、６4 世帯が存

在した。

３．調査結果

　上記３集落の具体的な状況を把握するため、集

落の事情通より次のような聞き取り調査を行っ

た。調査は、集落の全世帯（農家 ･ 非農家を問わず）

について聞き取りした。調査項目は、本論文末の

参考１を参照願いたい。以下は、本調査に基づき、

集落の各世帯の家族数、世帯類型、跡継ぎの状況、

農業への対応等を整理したものである（表３）。

（１）A 集落

　A 集落は、後にみるＫ集落・Ｏ集落よりも居住

等条件が良いと言われている。しかし ７５６9 年の

世帯数が ６9 戸と徐々に減少していたが（前掲表

２）、７５６9 年 ６７ 月現在ではそれからさらに減少

し ６7 戸とカウントされている。しかもそのうち

4 戸は、居住者が施設に入居（７ 戸）したり、また、

挙家離村転出により（７ 戸）、現在は空き家となっ

ている。つまり、実質的には ６８ 戸のみの集落と

なっている。

（4）
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　表３によれば、家族数では ８ 名の世帯が５戸で

もっとも多いが、世帯類型では「高齢夫婦」4 戸、

「高齢単身」4 戸と世帯としても高齢化が進んで

いる。家の跡継ぎは大部分が既婚 ６６ 戸であるが、

その多くは県内他市町村へ転出しており（それら

は転出先で家屋も建築している）、「県内別居」６５

戸である。つまり、世帯の高齢化は、跡継ぎの動

向の結果である。また、少ないが世帯主も含めて

挙家離村するケースもある（６ 戸）。

　さらに、新規定住者は今日期待されているとこ

ろであるが、それほど理想通りには進んでいない。

本集落へはすでに移住者世帯（６ 戸）も存在した

が、古くからの世帯と同様、家族が転出して今日

では「高齢単身」世帯となっている。

　農業への対応方法は、「販売」農家は存在せず

やっていても「自給」農業程度で、大部分は農地

を「貸付」ている。生活基盤産業としては、農業

の役割は薄い。

　Ａ集落の特徴は、以下のようにまとめられる。

①世帯変容の典型パターン：跡継ぎ転出（転出先

で家屋建築）→集落内では高齢者のみ居住（しか

も夫婦→単身へ）→介護施設入居→空き家

②世帯主を含む転出（挙家離村）タイプ：少数だ

が存在する。

③新規定住の困難性：移住世帯も①パターンの例

外ではない。

　転出しても集落との何らかの関係性を維持して

いる世帯も多い（５戸）集落であるが、親世代が

施設に入っている間、つまり集落に何らかの形で

お世話になっている間だけの関係維持とも考えら

れ、このような「関係性」には長期の期待はしが

たいように思われる。すでに空き家になってい

る 4 戸を含め、跡継ぎの状況から判断し、世帯の

継続が困難になると思われる世帯は ６６ 戸もある。

比較的条件が良いと考えられているＡ集落でも、

過半の世帯は危機的状況にあるといえよう。

（２）K集落・O集落

　前掲表 ７ による ７５６9 年世帯数計 ６9 戸（K 集落

9 戸、O 集落 ６５ 戸）に比し、７５６9 年末の本調査

では計 ６8 戸（K 集落 8 戸、O 集落 ６５ 戸）と大き

な変化はしていないが、存続している世帯の状況

は厳しい。表 ８ の世帯の状況からみえる特徴を、

以下整理する。

　①跡継ぎの状況（跡継ぎが転出し、転出先で家

屋建築したケース等）等から判断すれば、本集落

に居住する形での「いえ」の存続は、厳しい。跡

継ぎの状況から判断すれば、おおむね K 集落 ８

戸／ 8 戸＝ ８8％、O 集落 5 戸／ ６５ 戸＝ 5５％が存

続困難と推測される（もちろん現在は転出してい

ても、親世代の状況をみて戻ってくることはあり

うるが、仕事や住居の関係からして、かなり難し

いと思われる）。しかもこの水準は、少なくみて

もというものである。

　②跡継ぎは、「既婚」が 7 戸あるが、「婚出」も

含めそのほとんどが「県内別居」（8 戸）してい

る。さらに既婚 ･ 未婚は不明であるが、「県外別居」

（5）

 

 

表 家族数 世帯 ５戸 多い 世帯類型 高齢夫

婦 戸 高齢 身 戸 世帯 し 高齢 進 い 家 跡 大部分 既

婚 戸 あ 多 県内 市町村 転出し 転出先 家屋 建築

し い 県内別居 戸 あ 世帯 高齢 跡 動向 結果 あ

少 い 世帯主 含 挙家離村 ケ ス あ 戸

さ 新規定住者 今日期待さ い こ あ ほ 理想通 進

い い 集落 移住者世帯 戸 在し 世帯 様 家

族 転出し 今日 高齢 身 世帯 い

農業 対応方法 販売 農家 在 や い 自給 農業程度 大部分

農地 貸付 い 生活基盤産業 し 農業 役割 薄い

Ａ集落 特徴 以 う

①世帯変容 典型パタ ン：跡 転出 転出先 家屋建築 →集落内 高齢者 居

表 世帯 状況 調査集落 戸

総数 17 18

家族数 4 0

3 7

5 4

3 1

以 2 3

世帯類型 世代 2 3

世代 4 1

単婚夫婦 1 0

高齢夫婦 4 3

単身 0 3

高齢単身 4 5

高齢 世代 0 0

転出世帯 2 0

家 跡継 既婚 11 7

未婚 歳以 0 0

未婚 歳未満 4 3

婚出 0 2

跡継 無し 1 1

不明 1 2

跡継 住所 居 4 3

市内別居 0 0

県内別居 10 8

県外別居 2 2

農業対応 自給 7 14

販売 0 山菜
貸付 10 0

空 家 該当 4 0

区分
A集落
世帯数

K Ｏ集落
世帯数

資料：集落 情通よ 聞 取 調査によ
月実施

注：集落 全世帯 農家･非農家 状況につい
聞 取 あ

表 3．世帯の状況（調査集落）
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も ７ 戸ある。やはり、本集落でも跡継ぎ結婚→転

出のパターンが一般化している。

　③その結果、世帯類型では、二世代、三世代世

帯は少なく、「高齢単身（65 歳以上の高齢者が１

人で居住する世帯）」世帯が 5 戸ともっとも多く

なっている。加えて「高齢夫婦（どちらかが 65

歳以上の夫婦世帯）」８ 戸がある。つまり、「世帯」

の高齢化が、相当深刻な段階に来ているというこ

とである。この点は、人口単位でみても正確には

把握しえない状況といえる。

　④本集落へは、すでに他集落からの転入 ７ 戸と

他市、他県からの新規定住者が ７ 戸あり、集落の

構成世帯となっている。転入世帯は、跡継ぎ転出

というやはり他の世帯と同じ足跡をたどってい

る。また、新規定住者 ７ 戸は現在未婚であるが、

定住可能性があり将来集落の担い手としても期待

されるところである。新規定住者の仕事は、６ 人

は林業従事、６ 人はアルバイト従事となっている。

　⑤地域の産業としての農業は、ほとんどが「自

給」農家（６4 戸）である。山菜（ぜんまい）の

販売農家が ８ 戸あるが、大きな所得にはなり得て

いない。やはり、地域で生活できる産業が無いと、

跡継ぎ定住も新規定住も難しいことになり、「地

域産業づくり」が大きな課題である。この点は、

集落の事情通の指摘でもあった。

まとめ

　明治の大合併以降、行政単位としては大きな変

化なく、平成の大合併を迎えた。T 村内の集落は、

山間部に分散して所在しており、かつては小中学

校の分校が多かった。それだけ立地条件が厳しい

ということだ。現在は、N 市の T 地域自治振興

会となっているが、さらにそのなかを 4 地区に区

分して地域振興を図ろうとしている。以下、現在

の T 地域の実態から明らかになった点をまとめ

ておこう。

　第 ６ に、跡継ぎの転出が激しく、当地での世帯

の存続、いえの存続、さらに集落の存続が困難に

なりつつある。人口が高齢化した結果、すでに世

帯としての高齢化が深刻である（「高齢単身世帯」、

「高齢夫婦世帯」の主流化）。その結果、将来的に

存続可能性を期待できる世帯は極めて少ない。比

較的条件が良いと考えられる集落でも、決して例

外ではない。T 地域には、すでに消滅した集落も

複数ある。

　第 ７ に、全国的に「関係人口」や「新規定住者」

への期待があるが、一定の限界があるということ

を示している。前述第 ６ でみたように、大部分の

世帯の跡継ぎ世代は、すでに県内他市町村へ他出

し別居しており、戻る可能性は低い。高齢化した

父母が居住している間は、何らかの関係も繋ぐと

思われるが、それ以降の「関係性」維持は困難で

あろう。このようなタイプの「関係人口」には弱

さがあることになる。立地条件の厳しいなか、関

係が無い都市住民等との新たな「関係性」をつくっ

ていくかも重要な課題であるが、上記のようなタ

イプは当地で育ってきたことによる深い思いを持

つ跡継ぎ等であり、どのように今日の環境変化に

対応した「関係性」を設定していけるかも課題と

なる。

　また、本地域では、新規定住者（移住者）も早

くから存在したが、高齢化とともに古くからの世

帯と同じ足跡をたどっている。例外ではない。新

規定住者の定住条件をいかにつくるかが、最大の

課題といえる。

　第 ８ に、その最大の課題（定住要件の形成）の

なかでの最重要課題は、当地で生活可能な仕事を

つくることである。産業基盤は、脆弱である。近

世以降、塩硝、蓑・もぐさの野草を活用した農産

加工、きのこ等の林産物、養蚕、さらに土木事

業、公務員等で成り立ってきた地域である。しか

し、これらの産業が消滅あるいは縮小した。今日

では、土木事業のみが残るが、その土木事業で働

く若い労働者は、地域内にはほとんど居住してい

ないので、地域外からの通い労働者になっている

という。また、公務員系（役場、郵便局、農協等）は、

平成合併・郵政民営化・農協合併前はそれなりの

雇用量があったが、その後はかなり削減されてし

まった。農林業からの収入はほとんど無く、自給

農業だけでは生活できない。その結果、年金暮ら

（6）
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しが多いという。

　農業のあり方も含めて、地域の仕事をいかに構

築するか、差し迫った課題である。

参考

６３ 調査は、上記の調査項目で行った。集落事情の

精通者からの聞き取りである（７５６9 年 ６７ 月実施）。

参考・引用文献

［６］　T 村史編纂委員会編（７５５4）『T 村史３近・

現代』T 村

質問：あ 世帯 次 す 一つ け 〇印 。

  

世代以 家族 父 世帯主夫婦 子等

二世代家族 世帯主夫婦 子等

一世代夫婦家族 世帯主 妻

高齢夫婦家族 ら 歳以 高齢夫婦

単身家族 歳未満 人 1人 居住

高齢単身家族 歳以 高齢者 1人 居住

高齢二世代家族 子世代も ら 歳以

h. そ 他 具体的 ：　　　　　　　　　　　　　　   

  

質問：家 世帯主 跡継ぎ 結婚し います 一つ け 〇印 。

  

既婚  

０歳以 未婚 

０歳未満 未婚 

跡継ぎ い い 

    

質問：跡継ぎ い 方 伺いします。 跡継ぎ 夫婦 こ

住ん います 。　　　　　　　　　　　　　　 一つ け 〇印

  

同一家屋 同居し い

二世帯住宅 住ん い  

同一敷地内 別宅 住ん い

市内 敷地外 別宅 居住し い

市外 県内 別宅 居住し い

県外 別宅 居住し い

［７]　「N 市の人口増減と高齢化率の推計について

（平成 ７9 年～平成 44 年）」

［追記］本論文は、７５６9 年度富山県農村医学研究

会研究助成（課題：富山県農村における家族の変

容、及び、「いえ」の継承に関する研究）を受け

た研究成果の一部である。
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